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講 演

核 兵器 の ない世界 ヘ ーSGIの 挑戦

創価学会平和委員会事務局長 河 合 公 明

1は じめに

2006年 に発 表 され た 「国連 提 言 」にお け る池 田SGI会 長 の ご提 案 を受 け、 戸 田

会長 の 原 水 爆 禁 止 宣 言50周 年 に あ た る2007年9月 よ り、SGIは 新 た に 「核 兵 器

廃 絶 へ の 世界 の 民衆 行 動 の10年 」(People'sDecadeforNuclearAbolition)

とい う国 際 キ ャ ンペ ー ンを展 開 して参 りま した。

本 日 は、 そ の運 動 に携 わ る担 当者 の立 場 か ら、 核 兵 器 廃 絶 を 巡 る今 日的 な課

題 に言 及 しつ つ 、SGIの 核 兵 器 廃 絶 運 動 の歴 史 を概 観 し、 そ の評 価 と今 後 の課

題 につ い て 、 述 べ て 参 りた い と思 い ます。

2.核 兵器廃絶 をめ ぐる今 日の議論

2007年 初頭、米国のキッシンジャー、シュルツ元国務長官、ペ リー元国防長

官、ナン元上院軍事委員会委員長という、冷戦時代のアメリカの外交 ・安全保

障を担ってきた元政府高官が、ウォールス トリー トジャーナルの論説記事で、

「核兵器のない世界」が必要であるとの呼びかけを超党派で行いまし鵡

その後、2008年4月 のプラハ演説で、オバマ大統領が核兵器のない世界を目

指すことを呼びかけたことをご記憶の方も多いことかと思います。 この演説の

背景には、 この4人 の論説記事の影響があったとも言われています。



44

2010年5月 には、国連本部で核不拡散条約(NPT)再 検討会議が開催され、

最終文書において、核兵器禁止条約(NWC)と 核兵器の 「非人道性」に初めて

の言及が行われました。

このように国際政治レベルで、核兵器廃絶を目指す議論が、今再び少 しずつ

ではありますが動き出 してお ります。

しかし最終的に政策決定者が劇的な方針転換を図れるか どうかは、こうした

政治的動向を後押 しする力強い民衆の世論が存在するか どうかにかかっていま

す。

様々な国際会議に参加する中で共通 して耳にするのは、 「核兵器廃絶を政府

に強 く求めていくような、市民社会の力強い動きが重要である」との声だから

です。

このことは、この問題に関する市民社会の世論がまだまだ低調であることの

裏返 しの表現でもあります。それゆえ、民衆に根差 した運動のうね りを高め、

多国間における努力を一層促 していくことが、今ほど求められている時代はあ

りません。

国連軍縮担当上級代表を務めたセルジオ ・ドゥアルテ大使は、2012年 にSGI

代表 との懇談の中でこう述懐 しています。「核兵器に関するような政治的意思

決定において、国の指導者 も市民社会の声をだんだんと無視できなくなってお

り、いわば 『民主主義が軍縮の世界に到来した』 ともいうべき状況を迎えてお

ります」 と。

これは、政策形成の国家による独占の時代から、市民参画型、いわば参加民

主主義へのシフトが、安全保障問題における政策形成にも見 られるようになっ

ているということです。

その意味で、池田SGI会 長のリーダーシップのもと、一人ひとりの意識変革

を促 し、政策責任者へ向けて、核兵器廃絶を強 く求める活発な世論のうね りを

起 こしてい くというSGIの 運動は、極めて時宜を得たアプローチであることを

実感する昨今であります。
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3.3つ の 問 い

(1)な ぜ核兵器 を廃絶す るのか:廃 絶のためのロジック

本日のテーマには、「核兵器のない世界」という言葉が用いられています。こ

こでは皆さんに、あえて 「なぜ核兵器を廃絶 しなければならないなのか」 と問

いかけてみたい と思います。なぜなら、この素朴な問いが、今日の最先端の問

題になっているように思われるからです。

たとえば日本では、端的に申し上げれば 「核兵器は悪いから」廃絶を求める

という考え方が、その廃絶論の基調をなしているように思われます。広島、長

崎の原爆投下 という惨禍を経験 したという歴史的経緯に鑑みれば、それは極め

て当然のことと言えます。原爆投下に関 して謝罪を求めるという考え方は、 こ

うした考えに由来するものと理解できましょう。

それに対 し今 日、国際政治 レベルでの核兵器廃絶を求める議論 は、いわば

「核兵器は危ないから」という論理に基づいていることに注意を払う必要があり

ます。

これは、核兵器を保有 している国がNPTで 認められた5保 有国を超え、北

朝鮮を含めるな らば9か 国になるだけでなく、核テロの危険性が叫ばれる今

日、ゼロというビジョンなしには、これ以上の核拡散を防止することは出来な

いという現実的政治認識に基づ くものです。

「核兵器は悪いか ら」 という観点のみで核兵器の廃絶を求めるという議論は
、

核保有国にとって容易に受け入れられるものではありません。それは、それら

の国の倫理的責任の問題に直結するからです。

しかし 「核兵器は危ないから」という観点のみで核兵器の廃絶を求める議論

は、とくに実戦や核実験を通 じて被爆を経験 した国や人々にとって、これまた

容易に受 け入れられるものではないでしょう。

核兵器廃絶運動は、 これ まで主 として 「核兵器は悪いから」 という観点、い

わぼ 「市民的平和論」の立場から求められて来たものだ と言えます。それゆ

え、 「国家の安全保障」の立場か らは、それは非現実的な議論であるとの批判

を浴びてきました。
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しかし今 日、国際環境は劇的に変化 しました。それに伴い、核兵器廃絶の議

論の焦点にも変化が生じてお ります。

冒頭でもご紹介したように、冷戦時代の産物である核抑止論 をもとに安全保

障政策を担ってきた政治家や専門家が、 これ以上の核拡散は危険であり、それ

を食い止めるためにはもはや核兵器のない世界 というビジ ョンに立つ以外ない

という主張を始めたことは、これまでにない機会を提供 しているといえます。

いわば、「核兵器は悪いか ら」廃絶するという「市民的平和論」の立場 と、「核

兵器は危ないか ら」廃絶するという 「国家の安全保障」の立場が、核兵器のな

い世界 というビジョンを共通の目標 として、共闘できる可能性が生まれてきた

か らです。これは、新しい展開であると言えます。

その意味で、今 日求め られている核兵器廃絶運動は、こうした2つ のアプ

ローチの存在を認識しっつ、真の安全を実感できる人間的な地球社会を創 り出

そうとする挑戦に、強 く結び付 くものである必要があるのです。

(2)誰 に関わる問題なのか:運 動の裾野の拡大

このような機運の中で、「その分野の政治家や専門家たちがそろそろ何 とか

して くれるだろう」 と考える方 も多いか もしれません。しかしここで重要なの

は、政治家のみならず民衆の力であると強調 したいと思います。

気候変動や貧困といった問題に対する取 り組みは、人間の生存に関わり、倫

理的にも重要でグローバルな課題であると、当然のように考受け止められる傾

向にあります。

しか し核兵器廃絶の議論は、国家の安全保障にかかわる個別兵器の問題の枠

組みに閉じ込められがちです。その結果、核兵器廃絶の問題は、人間の生存に

かかわる、倫理的にも重要でグローバルな課題 として議論 されにくい傾向があ

ります。

「核兵器の危険性」に基づいた視点か ら、核兵器の問題を国家の安全保障の枠

組みに閉じ込 める形で議論 し続ける限 り、核兵器を必要 とする立場 とその廃絶

を主張する立場の議論は、全 く接点を持たずに平行線で終わるぼか りです。

こうした状況に終止符を打つためには、この問題が国家の安全保障の問題に
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かかわると同時に、人間の生存に関わ り、倫理的にも重要でグローバルな課題

であるという常識的な市民感覚に裏付けられた視点を、鮮明な形で提示する必

要があります。

それはまた、伝統的な市民的平和論の立場からの核兵器廃絶論の系譜を継承

しつつ、さらに今日的な展開をする必要があるということを意味 します。

っまり、先に述べた2つ の異なる視点を最大限に利用 し、問題のフレーミン

グをすることが重要なのです。それにより、異なる2つ の立場からの議論が、

相乗効果を生み、かみ合った形で展開されるようにしなければならない と思い

ます。

国家の安全保障の枠組みだけで議論する限 り、その問題 に関心を持つ人々だ

けしかこの議論に巻 き込むことは困難です。こうした新しいフレーミングとい

う観点は、核兵器の問題に対する市民の関心を高める上でも重要でありましょ

う。

核兵器の問題が人々の身近な生活にかかわ り、人類の生存に直結する問題で

あることが理解されたとき、国際世論は大きく喚起 されるに違いありません。

このように、国家間 もしくは政治家 ・専門家に任せ るだけではなく、核兵器

の何が問題なのかをよりわか りやす く市民に提示することにより、より多 くの

人々にこの問題に対する関心を持ってもらい、運動の裾野を広げていくことが

可能になるのではないでしょうか。

(3)ど のように廃絶するのか:核 兵器禁止条約というアプローチ

ここで、 どのように廃絶をしていくのか との論点を考えてみたいと思いま

す。

元英国海軍のロバー ト・グリーン中佐は、200年前の奴隷制度廃止運動 と核兵

器廃絶運動 とのアナロジーを語る中で、 「ただ奴隷制度の残酷 さのみを語るの

ではな く、それを法的問題 として語ることによって、奴隷制度廃止運動は成功

した」 という趣旨の話を述べています。

歴史的にみても、交戦手段の制限の一環として、著しく残虐な兵器は国際人

道法上禁止されてきました。19世 紀の後半には、ダムダム弾が、20世 紀には、
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化学兵器、生物兵器が禁止されてきました。ちなみに国際法上、核兵器を禁止

する条約はいまだ存在 しません。これは少な くとも国際法上は、核兵器は 「非

人道的」兵器 として認定されていないことを意味します。

兵器を禁止 ・制限する国際諸条約の前文には基本的な法規範や原理が謳われ

ています。 しか し現存する核兵器に関する諸条約 とその他の兵器に関するもの

とでは、その内容が大幅に異なっています。

生物兵器禁止条約、化学兵器禁止条約、対人地雷禁止条約、そして最近のク

ラスター弾禁止条約には、「禁止は文明世界の当然の要件であり、人間の良心

が命 じる法に従うものである」 として、人道的、道徳的根拠が明確に解説され

ています。

しか しながら、核兵器不拡散条約(NPT)や 包括的核実験禁止条約(CTBT)

のような核兵器に関する諸条約では、事情が全 く異なります。NPTやCTBT

には、こうした道徳的な観点か らの言及はありません。

核兵器が上記のような規範状況に留まっている理由は明らかです。それは核

兵器保有国の参加を確保するためには、そのような娩曲的な言い方が必要だか

らです。

しかしこのような手法を受入れている限 り、国際社会は、核兵器の本質 とそ

れが人類の未来の世代に及ぼす影響を踏まえた、人道的観点を十分に踏まえた

法規範を確立することは困難です。

その意味か ら、2010年 のNPT再 検討会議が、核兵器使用よる 「壊滅的な人道

結果」に深い懸念を表明し、すべての加盟国が 「国際人道法を遵守する必要」

を再確認 したことは、こうした議論を進めるうえでの重要な手がか りを与える

ものだと言えます。

以上、今 日的な3つ の問いを踏まえ、 これより、SGIの 核兵器廃絶運動の歴

史を概観 しつつ、その評価 と今後の課題について、述べて参 りたいと思いま

す。
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4.SGIに よ る運 動 の歴 史

(1)原 水爆禁止宣言

SGIの 平和運動の重要な源泉は、創価学会戸田第2代 会長の 「原水爆禁止宣

言」です。

核開発競争の激化 した冷戦の渦 中、1957年9月8日 、戸田第2代 会長 は、

「原水爆禁止宣言」を、横浜の地に集った5万 人の青年を前に 「遺訓すべき第一

のもの」 として発表 しました。

戸田第2代 会長は、「(原子爆弾の)そ の奥に隠されているところの爪をもぎ

取 りたいと思 う」 とし、人類の 「生存の権利をおびやかすものは、これ魔もの

であり、サタンであり、怪物であります」と、峻烈な表現をもって、核兵器の

存在を許す"生 命の魔性"を 糾弾したのです。

核保有の論理の奥底には、他者を思いのままに支配 し、従わない場合には、

その生命を奪い、生活を破壊 しても構わないとする人間の究極的な欲望が隠さ

れている一 これが、戸田会長の洞察であり、人類に投げかけた問いかけでも

あ りました。

そして、核兵器はいかなる理由があろうとも許されない"絶 対悪"で あると

し、この 「思想を全世界に広めることこそ」青年の使命であると訴えたのです。

池田SGI会 長は、その意義 と先見性を誰 よりも深 く理解 し、それを人類史に遺

さなければならないと決意し、行動をされてきました。

(2)SG1に よる取 り組み

池田SGI会 長は恩師の遺志を受け継ぎ、青年を中心 とするメンバーと共に、

「平和の文化」構築のための闘いを多角的にリー ドしてきました
。

①署名運動

1974年、創価学会青年部は、原水爆禁止1000万 署名を実施。翌75年 には、池

田SGI会 長(当 時、創価学会第3代 会長)自 らが、その署名を当時のワル トハイ

ム国連事務総長に提出しています。
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こうした大規模な署名運動は97年 にも行われ、創価学会青年部は、国際的な

反核署名運動 「アボリション2000」 の趣 旨に賛同し、1300万 名の署名を集めま

した。その署名簿は98年、ジュネーブのNPT再 検討会議準備委員会やニュー

ヨークの国連本部に提出されました。

2002年 には、メキシコSGI青 年部が6万 の反核署名を集め、ラテンアメリカ

およびカリブ海地域における核兵器禁止に関する条約機構(OPANAL)の 事務

局に提出しています。

近年では、2010年5月 のNPT再 検討会議に向け、核兵器禁止条約の制定 を

求める創価学会青年部の署名活動が行われ、227万6167名 分の署名が集 まりま

した。

同署名は、アメリカSGIニ ューヨーク文化会館にて開催 された平和フォーラ

ムの席上、NPT再 検討会議のカバクテユラン議長の代理 として出席 したガタ

ン同会議議長顧問、および ドゥアルテ国連軍縮担当上級代表(当 時)に 提出さ

れました。

ガタン議長顧問は、「SGIの平和運動は極めて重要な役割を果た してお り、

青年部の活躍に敬意 を表 したい」との、カバ クテユラン議長か ら寄せ られた

メッセージを代読。また ドゥアルテ上級代表か らは、 「青年部の署名運動に強

く感銘を受けた。核兵器のない世界のために行動 してきたSGI会 長を賞賛した

い」 とのコメン トが寄せられました。

また同年8月 には、広島での一連の被爆者行事に播基文国連事務総長が寄せ

たメッセージの中で、「200万名の若者が、核兵器禁止条約を求めるSGIの 嘆願

書に署名 したのです。私は、この大いなる目的の追求に携わったすべての方々

に対 して、その労作業を称賛致します」 と述べました。

なお繰 り返 しになりますが、同再検討会議の最終文書において核兵器禁止条

約に対する言及がなされました。これはNPT史 上初の出来事で、学会青年部

をはじめ市民社会の声が影響を及ぼす結果 となったことを、付言したいと思い

ます。
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② 証 言 記 録 運 動

過 去 の歴 史 と して 風化 しっ っ あ る戦 争 体 験 を、 証 言 と して 後 世 に残 す とい う

大 規 模 で 意 欲 的 な プ ロジ ェ ク トも行 わ れ て き ま した。 そ の運 動 に関 わ った 関 係

者 は、 この 取 り組 み は ま さに 自 らを平 和 教 育 す る体 験 で あ った と述 懐 して い ま

す 。

創価 学 会 青 年 部 は1974年 か ら85年 に わ た り、 国 内 にお け る第 二 次 世界 大 戦 経

験 者3400人 か ら取 材 した 、広 島 ・長 崎 で の被 爆 体 験 を含 む 全80巻 に及 ぶ 戦争 体

験 集 「戦 争 を 知 ら な い 世 代 へ 」 を 出 版 。 そ の 内 容 は、 「CriesforPeace」 、

「PeaceisourDuty」 と して
、 英 語 や ドイ ツ語 で も翻 訳 出版 され ま した。

創価 学 会 婦 人 部 の 手 に よ る、戦 争 体 験 証 言 集 「平 和 へ の 願 い を込 め て 」全20

巻 は1991年 に完 結 。 そ の 一部 は 「WomenAgainstWar」 として 、 英語 版 で も

出 版 さ れ ま した 。2005年 に は、31人 の戦 争 体 験 者 の 生 の 声 を収 録 したDVDも

制 作 され て い ます 。

③展示会

世界各国の市民に核兵器の問題を提起 し、何をすべきかについて考える 「対

話のフォーラム」としての展示会 も、活発に行われてきました。

1982年 のニューヨークの国連本部を皮切 りに、各国で開催されてきた 「核兵

器 一 現代世界の脅威」展。96年 に内容を一新した 「核兵器 一 人類への脅威」

展 と合わせて、2002年 に至るまで24力 国39都 市で開催され、核兵器保有国であ

るアメ リカ、旧ソ連、フランス、中国、イン ドの市民を含め、見学者は170万

人を越えました。

広島平和記念資料館の元館長である故高橋昭博氏は、「海外で初めての本格

的な、広島・長崎市の被爆物品資料や写真などの展示 とあって高い注 目を集め、

反核の国際世論結集 に多大な貢献をしました」 と、「核兵器 一 現代世界の脅

威」展を評価 しています。

89年 には、 「戦争 と平和」展 を国連本部で開催。核戦争防止国際医師会議

(IPPNW)の 協力を得て開催された同展は、軍縮の問題のみならず、貧困、人

権、環境 と開発等、多角的な視点から平和の問題を捉え、「地球的問題群」に早
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急に対応する必要性を訴えました。これは、核兵器の問題を「人間の安全保障」

の観点から考えた、現在の 「核兵器廃絶への挑戦」展 と共通する視点を持つも

のでした。

その 「核兵器廃絶への挑戦」展は、創価学会第2代 戸田城聖会長による原水

爆禁止宣言50周 年を期 して制作されたものです。

同展は、2007年9月8日 、ニューヨークで行われた平和市民フォーラムの際

に、 「核兵器廃絶への民衆行動の10年 」の開幕行事 として初めて公開され まし

た。

これまで、ジュネーブの国連欧州本部、国連ウィーン本部、ニュージーラン

ドの国会議事堂、長崎原爆資料館、アメリカのマサチューセッツ工科大学等の

学術機関をはじめ とする会場で開催されてきました。展示言語は、英語、スペ

イン語、 ドイッ語、イタリア語、中国語、日本語、タイ語、ネパール語そして

アラビア語の9ヶ 国語で、29力 国 ・地域、230都 市以上で開催されています。

④シンポジウム等の開催 と国際会議への参加

そのほか、協力関係にある各国のNGOや 学術機関 とのシンポジウムの開催

や、関連する国際会議への出席等を通 して、市民社会からの声を発信 し続けて

います。

5.哲 学 とア プ ロー チ

(1)民 衆のエンパワー メン トという哲学

以上概観 したように、創価学会そしてSGIは 半世紀以上にわた り、市民社会

の側から核兵器廃絶を目指す運動を推進して参 りました。

こうしたSGIの 運動に通底するのは、「民衆 自身の手で、一人ひとりの精神

を目覚めさせていく、"民衆の民衆による民衆のためのエンパワーメン ト(力を

与える)"運 動こそ、世界を真に変革 してい く原動力になる」 という哲学です。
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(2)対 話 というアプローチ

そうした哲学に基づいた具体的な運動のアプローチについて、池田SGI会 長

は2009年 の平和提言で、「時代変革のために、誰 もが始めることができ、かっ、

無限の可能性 を秘めた挑戦が 『対話』です。」と指摘 しています。

つまり草の根の対話 こそが、誰にでも参加できる、そして運動を持続可能に

するというのが、池田SGI会 長の指摘のポイン トなのです。 これは、運動の裾

野の広が りとその継続性を保証するために、不可欠な観点だと思います。

池田SGI会 長はさらに、「対立ゆえに対話ができない というのではな く、対

立ゆえに対話が必要なのです。」とも述べています。核兵器を巡っては、賛成 と

反対のさまざまな議論があります。だか らこそ、対話を通 して解決の方途を探

り出す以外ないのです。

2007年9月 にスター トした 「民衆行動の10年 」のキャンペーンの一環 として、

SGIが 展示会などの諸行事を開催す るのも、 こうした池田SGI会 長か ら提案さ

れた視点を踏まえています。すなわちSGIの 取 り組みは、 「対話のフォーラム」

ともいうべき場所を提供することを目的 としているのです。

私たちは、必ずしも核兵器問題の専門家ではありません。それゆえ、一人ひ

とりが具体的な政策や方法を提案できるわけでもありません。

しかし、そうした能力を持ち合わせなければ、この問題 にかかわってはなら

ないということはあ りません。先述 したとおり、む しろ圧倒的多数の市井の庶

民がこの問題 に対し声を上げ続けなければ、それは一部の専門家の議論に終始

し、核兵器廃絶を求める国際世論が うね りを増すことはないでしょう。私たち

は、"関心ある素人"と してこの問題にかかわるべきなのです。

さらには、「どんな理屈をつけようと、大量殺 りく兵器でしかない核兵器の

ようなものは絶対にいらない。」という人間の常識的な感覚こそが一番重要なも

のであるという点を、申し上げたいと思います。

戸田第2代 会長が青年に呼びかけたように、また、池田SGI会 長が対話の重

要性に言及 したように、特 に若い世代が、SGIの 運動では、自由に意見交換

し、アイデアや経験を分かち合いながら、お互いを啓発できるようにすること

が重要だと考えられてお ります。 また、 このような意見交換の場 ・機会におけ
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る対話をより活発かつ魅力的なもの としてい くために、様々な教育ッールが開

発 されています。

こうした対話のフォーラムにおける交流を通 じ、核兵器を拒否する人々を増

や し、核兵器廃絶 という目的に向かって地球規模の草の根ネットワークを構築

していくことが、私たちの運動の最重要の取 り組みです。

様々な国の多様な人々か ら成 り立っているSGIの ネットワークには、世界の

人々を結びつける役割を果たす潜在的な力がある。これが私どもの運動の強み

でもあります。

こうしたSGIの アプローチに対 して、赤阪清隆国連広報担当事務次長(当 時)

は、2009年9月 、メキシコにおける国連広報局NGO年 次会議におけるスピー

チで、以下のように述べています。

「52年前、創価学会の戸田城聖第2代 会長は、男女青年5万 人の前で『原水爆

禁止宣言』を発表されました。そして今か ら2年 前の2007年 、SGIは 、 「核兵器

廃絶への民衆行動の10年」を立ち上げました。

創価学会のこのような努力は、国家にしか関わりがないと思われている事柄

に、民衆の声が多大な影響力を及ぼすことができることを証明するものです。

(中略)

市民社会の諸団体により示されてきた、こうした民衆の声は、地雷に関する

条約や化学兵器を禁止する条約 といった、重要な国際条約の締結を導いたので

あります。全世界でメンバーが活躍するSGIは 、確かなる変革の勢力 となりう

るのです。」

6.3つ の観 点

池 田SGI会 長 の 思 想 と行 動 を踏 まえ 、SGIは3つ の 観 点 か ら 「民 衆 行 動 の10

年 」の運 動 を展 開 して お ります 。 そ して この3つ の 観 点 は、 先 ほ どお話 した3っ

の 問 い に相 応 す る もの で す 。
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(1)「 人類とは共存 し得ない核兵器」

第一は、広島 ・長崎への原爆投下 という事実を踏まえ、ヒバ クシャの生の声

を通 して、核兵器がいかに非人間的であり、また世界の平和あるいは人類の幸

福 といった人間が本来志向すべきものとは根本的に相容れない存在であるとい

う認識を、多 くの国々の市民に知ってもらうという視点です。

池田SGI会 長は、 「一人一人の生命は、無限の可能性を秘めた、最 も尊い存

在であります。何 ものにも、それを奪う権利があるはずがない。『殺すなかれ』

一 これ こそが、人類の永遠の黄金律でなければならないのであります。」と、

述べています。

しか し核兵器は、多 くの人びとの尊い生命 をmに して奪い去るだけでな

く、九死に一生を得た人び とも、放射線 による後遺症などで一生苦 しませるの

です。そして世代を超えて、その子孫までが苦しみの連鎖を強いられることに

なる。まさに核兵器は、「生命の尊厳」の対極にある存在なのです。

それゆえ池田SGI会 長は、「核兵器はいかなる理由があろうとも許 されない

『絶対悪』であるとの思想を、人類が広 く共有することであ り、核兵器は 『戦争

抑止のための必要悪である』 とする思考から、断固、脱却する」ことを、平和

提言等で繰 り返 し主張 してきたのです。

そして、「その基礎 となるものこそ、『他者の恐怖 と不幸の上に、自己の安全

と幸福を築 くことはできない』 との哲学であ り、それを断 じて許さない慈悲 と

同苦 と勇気の信念」であ り、それはまた、「貧困、環境破壊、人権侵害 といっ

た、『地球的問題群』の打開の道を探求す るうえで、根本 となる思想であ りま

す。」と訴えているのです。

(2)「 人間の安全保障」と 「持続可能性」

そもそも唯一の用途が無差別な殺裁 という、民衆の生活感覚からすれば理解

しがたいものを、巨額の資金や技術、人的資源を投入 して までして、なぜ開

発、配備、維持する必要があるのでしょうか。

今日の喫緊の課題である、飲料水や食料、保健衛生 といった民衆の生活に直

結する 「人間の安全保障」の観点からすれば、核兵器 という選択は、全 くもっ
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て無意味という以外ありません。

しかも核兵器は使用されればもちろんのこと、開発段階でも万一放射能漏れ

が発生するなら環境に甚大な影響が及ぶ兵器です。これ らの点か ら考えると、

核兵器は 「人間の安全保障」の概念 とは真っ向から対峙する存在であることは

過言ではあ りません。

このように、核兵器の問題を 「人間の安全保障」や人権、環境など、国家の

安全保障の議論では必ず しも取 り上げられない、様々な観点から取 り上げるこ

とは、その問題点を多角的に考えることを可能にします。

そしてそれはそのまま、この問題に関心を持つ人々の裾野を拡大することに

直結 していくわけです。

(3)核 兵器禁止条約

歴史を変革できるかどうかという重要な時に必要なのは、鮮明で希望に裏打

ちされた目標です。

社会悪が長 く続 くと、一種のあきらめや無力感が知 らず知 らずのうちに入々

の心に忍び込むものです。核兵器の問題は、その典型 といえるで しょう。

そこから脱却するためには、「やれぼ出来る」という希望 と自信 を人々が取 り

戻すことが重要なのです。それゆえ民衆の力を動員するために、核兵器の現実

を知ることと並んで大事なことは、大胆で分か りやすい目標をいかに設定する

かということです。

この点に関し池田SGI会 長は、「平和の建設は、『諦め』と『希望』の競争であ

る。『無力感』と 『執念』の競争である。諦めの無力感が蔓延すれば、それに比

例 して"力 に頼る風潮"は 増大 して しまう。それこそが問題なのだ。」と述べて

います。

希望の目標に触発されて民衆の意識に変化が起これぼ、どの国の政府もその

流れに逆行することはできないで しょう。それにより、核兵器廃絶へ向けての

前進 の歩みが加 速す るに違 いあ りませ ん。その意味で、核兵器禁止条約

(NWC)と いう目標を目指して運動を進めるということは、きわめて実際的な

アプローチになると思います。
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核兵器が一発でも存在する限 り、それは使われる可能性があると考えるの

が、常識的な人間の目線です。 しかもその破壊力は甚大です。だからこそ核兵

器は、完全な廃絶にまで追い込 まなければなりません。明快な目標である 「核

兵器の禁止と廃絶」に向かって進まなければならないのです。

しかし核保有国はこうした条約はあまりに理想主義的であるとし、賛成 しな

いだろうと考える人が多いかもしれません。 しか しNWCが 採択されれば、仮

に全ての国家が当初から参加するに至 らなくても、国際政治環境を大 きく変革

する道筋を作 るとも考 えられます。NWCは 、核兵器がなぜ道義的に重要なの

かを明快にし、その非人道性を明 らかにし、その道筋に向かって人々が団結す

るのに役立つのです。

NWCは 、核兵器が倫理的に受け入れ難いという広が りっつある規範意識の

表れであるとともに、核兵器を保有する国に対し、そのような恥ずべき兵器を

持つことは国際社会における地位を低めることにな りこそすれ、国家の名誉を

高めることにはならないとの認識を持たせるようになるでしょう。核兵器の非

合法化を通 じたこうした規範意識の確立、これこそが核兵器廃絶の上で、最も

重要なポイン トです。

7.人 間精神の変革の意味

ここで、 もう一っ重要な問いかけをしたいと思います。人間精神の変革がな

い限 り、核兵器の廃絶は達成できないかという問いです。言い換えるならば、

人間精神の変革は核兵器廃絶のための前提条件であるかどうか、このような問

いです。

この問いは、私 どもが運動を進めている中で実際に何人かの専門家の方々か

ら提起された質問です。核兵器廃絶という、それだけでもきわめて困難な課題

に、さらに人間精神の変革が条件 として加わるというならば、核兵器の廃絶な

ど不可能であるというのがその趣旨です。

戸田第2代 会長の洞察は、自分たちの社会あるいは国家の安全 を守るために

は他を犠牲にしてもかまわないという衝動、言い換えるならば、人間の究極的
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エゴイズムが核兵器問題の本質であるという点にありました。だからこそ、核

兵器の 「奥に隠された爪」をもぎ取 らない限り、問題の本質的解決にはならな

いことを訴えたわけです。

このエゴイズムの傾向性は万人にそなわる人間の本性であるというのが、仏

法の知見です。しかし一対一の対話を通じて、他者との連帯の意識や利他の精

神に目覚めたとき、そうしたエゴイズムは乗 り越 えてい くことが可能であるこ

ともまた、仏法の説 くところであります。

池田SGI会 長は、 こうした戸田会長の洞察を敷衛する形で、 「核兵器を容認

する思想」 こそが、私たちが根源的な意味で戦 うべき相手であることを明らか

にしています。それゆえSGIは 、対話を通 じこの確信を世界中の市民の良心に

訴えかけることに、全力で取 り組んできました。

こうした運動を展開 している私どもにとって、"人 間精神の変革は核兵器廃

絶のための前提条件か"と いう問いは、きわめて重要な問いかけです。

そしてその答えは、現在SGIが 世界各国で展開している 「核兵器廃絶への挑

戦」展が訴えるメッセージの中に込められています。

暴力に対する私たちの無関心が、核兵器の存在を容認することにつながって

いる一 同展はそう指摘 します。

核兵器は暴力のピラミッドの頂上に君臨 し、その影響力の広が りは、地域社

会問の衝突や不信感、犯罪、家庭内暴力、虐待など、私たちの日常生活に重 く

のしかかっています。

そのピラミッドの基底部には、他人が苦 しんでいる事実に対する 「無関心」

という受動的なまた 「静かなる暴力」が、広範囲にわたって広がっている。

こうした認識を示 しつっ、"核兵器の廃絶への挑戦は、この暴力の壁を超克

することを通 じて人間の精神を変革する大いなる機会を与えていく"一 同展

はこのように訴えます。

そうした変革により、「武力による安全保障」から「人間の安全保障」へ、「戦

争の文化」から 「平和の文化」へという視座の転換も可能になるというのが、

同展のメッセージです。

端的に言えぼ、核兵器廃絶への闘いを人間精神変革への大きなチャンスとし
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て い こ うで は な いか 、 とい う こ となの で す 。

8.SGIの 運動 に対 す る評価

セルジオ ・ドゥアルテ 前国連軍縮担当上級代表

(2008年4月 、ジュネーブ国連欧州本部におけるスピーチ)

「皆さんのこの分野における取 り組みは、 どのような基準に照らして も印象深

いものです。困難な障害に直面 しながらも、この偉大かつ名誉ある目標 に向け

て取 り組んで こられたあなた方の献身的な努力は、全 く信頼 に値するもので

す。

皆さんの取 り組みは、若い世代の人々に軍縮を進めてい くこと、とりわけ、大

量破壊兵器の中でも最 も恐るべき核兵器を廃絶することの大切 さを理解 させる

ためのインスピレーションを提供する一助 となった と思います。」

赤阪清隆 前国連広報担当事務次長

(2009年9月 、メキシコ上院会議場ホールでのスピーチ)

「核軍縮のプロセスでは、市民社会全体 と個々の専門家の両者が、それぞれの

役割を果たさなければならないというSGI会 長の信念 に、私は勇気づけられま

す。

創価学会の哲学の要は、数千年前に、"人 間は、今生きる現実の中で絶対的

な幸福を実現することが可能である"と 説いた、法華経にあります。同様の信

念は、国連が成 し遂げようとしているすべての中に脈打つ ものです。

市民社会が与えて くれている、私たちの使命に対する支援に誇 りを持っと同

時に、心から感謝申し上げます。」

これらの言葉に集約 され るように、平和 ・核兵器廃絶運動において、半世紀

以上の歴史を持っ創価学会 ・SGIに は、大きな信頼が寄せられています。
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9.池 田SGI会 長の平和提言の波動

池 田SGI会 長 はSGI創 立 記 念 日で あ る1月26日 に 、毎 年 記 念 の 提 言 を発 表 し

て い ます。2013年 で30周 年 を迎 え ま した 。提 言 内容 の波 動 は年 々 広 が りを見せ

て お りま す が 、 特 に近 年 は、 国 際 的 に大 き な 影 響 力 の あ る メ デ ィ ア で 、 池 田

SGI会 長 の 「平 和 提 言 」や論 説 記 事 が取 り上 げ られ るケ ー ス が増 加 して い ま す。

た とえ ば、BulletinoftheAtomicScientists(『 原 子 力 科 学者 会 報 』)と い

う雑 誌 が あ り ます。 同誌 は、 そ の創 刊 時 に は、 ア イ ンシ ュ タ イ ン とオ ッペ ンハ

イ マ ー な どが寄 稿 者 と して 参 加 し、1947年 か らは 、核 戦 争 で人 類 が 滅 亡 す る ま

で の 時 間 を示 す 「世 界 終 末 時 計 」 を掲 載 ・管 理 して い る こ とで 知 られ る、 権 威

あ る平 和 運 動 誌 で す。

その2008年 の7/8月 号 に、 「北 極 の 非核 地 帯 化 」に 関 す る池 田SGI会 長 の 寄

稿 が 掲 載 され ま した。 同年1月31日 付 の ジ ャパ ン ・タイ ム ズ紙 に掲 載 され た 、

北 極 の 非 核 地 帯 化 に関 す る論 説 を読 ん だ 同誌 編 集 部 か らの 要 請 に応 え た 寄 稿

が 、 「核 の脅 威 を冷 や す 」(CoolingtheNuclearThreat)と の タ イ トルで 掲 載

され た も ので す 。

2012年4月25日 にジ ャパ ン タイ ム ズ に掲 載 され た池 田SGI会 長 の 「平 和 提 言 」

に基 づ く論 説 記 事 「2015年 へ 『核 兵 器 禁 止 条 約 』 の 推 進 を」 は 、包 括 的核 実 験

禁 止 条 約 機 関(CTBTO)準 備 委 員 会 や 国 際 原 子 力機 関(IAEA)の 公 式 ウ ェ ブ

サ イ トに あ る 「デ イ リー ・プ レス ・レ ビ ュー」 で 紹 介 され ま した 。

「デ イ リー ・プ レス ・レ ビ ュー 」 は 、両 機 関 が 、 核 問 題 に関 す る国 際 ニ ュー ス

を毎 日選 んで 紹 介 す る コー ナー で す 。

池 田SGI会 長 の提 言 に関 して さ ら に申 し上 げれ ぼ 、 国 際通 信 社 イ ンタ ー プ レ

ス サ ー ビ ス(IPS)が 、 会 長 の 思 想 と行動 に注 目 して、 英 語 を は じ め とす る言 語

で提 言 を紹 介 す る よ うに な った こ とが あ げ られ ます。 今 日、 会 長 の 平 和提 言 に

関 す る記 事 は 、 ア ラ ビ ァ語 に も翻 訳 され る よ うに な っ て い ます 。

2008年3月 に は 、平 和 提 言 の 内容 を踏 ま えた 、 会長 に対 す る イ ン タ ビ ュー が

行 わ れ ま した 。次 の よ うな 内容 で す 。

「『地 球 上 か ら悲 惨 の 二 字 を 消 し去 りた い』 一 これ は、50年 前 に亡 くな った
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私の師である戸田城聖 ・創価学会第2代 会長の言葉です。私が毎年の提言を通

し、世界が直面する問題についてさまざま模索を重ねてきた根底には、 この師

の悲願がありました。

私は政治家でもないし、専門家でもあ りません。提案 も完壁 とはいえない面

もあるで しょう。 しか し私の提案が、議論を深める何 らかの材料 となり、解決

の糸口を探すための一つの端緒になればとの思いで、民間人の立場から発信 を

続けてきたのです。これからも力の限 り、思索と行動を続けていきたい と決意

しています。」

このインタビューは、大 きな反響を呼びました。

IPSサ ビオ名誉会長(2008年)

「私は、IPSに 掲載された会長のインタビューを大変に興味深 く読 ませて頂き、

平和という重要問題に関する会長のビジョン並びに積極的なお考えに、非常に

感銘を受けました。」

IPS幹 部の池田SGI会 長に対する深い尊敬 と理解が、IPSが 継続 して会長の

思想 と行動を取 り上げている背景にあるのです。 こうした信頼関係が基礎 と

なって、SGIはIPSと 協力 し、市民社会の観点か ら核兵器問題に関する情報を

提供 し、その廃絶に向けての議論を活発化させるための取 り組みとして、共同

メディアプロジェク トを2009年 以来実施 しています。

10.平 和提言に対する評価

それでは、さらに一歩立ち入って、池田SGI会 長の平和思想 と行動のどのよ

うな点が高 く評価 されているのでしょうか。様々な点があるか と思いますが、

本日は、4点 にわたって識者の声を紹介 したいと思います。
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(1)先 見性

元米国軍縮大使ジョナサン ・ディーン(2009年1月)

「池田SGI会 長は、これまで20年 以上にわたって、平和提言を発表 し続けてき

ました。これらの提言は、明快な分析 と、複雑な国際問題に対する多角的な対

応を建設的に提示することで知られています。池田会長の実際的で先見の明に

富む考え方は、世界の政治家や思想家たちが平和の問題に取 り組むに当た り、

その思考の糧 となり、刺激 ともなってきています。」

(2)理 念

ノルウェー国際問題研究所前所長ルードガル ド博士(2009年1月)

「はじめて会長の平和提言を読ませて頂いた時に、いわば、軍縮のためのパル

メ委員会の理念 と、環境のためのブルントラント委員会の理念 と、仏法の理念

の3つ が、これ以上ない程に見事にかみ合った形で論じられていることに驚嘆

の念を禁じえませんでした。」

(3)信 念

ドゥアルテ元上級代表(2009年3月)

「核軍縮の前途を展望した時に横たわる難題を軽視するのでもない。 しかし、

不完全性に満ちた今日の世界において、核軍縮の大幅な進展を遂げることは到

底不可能であるとの見解も絶対に受け入れない一 それが、SGIの 姿である。」

(4)遺 訓を世界に発信

ウィラマン トリー元国際司法裁判所判事(2009年12月)

「池田SGI会 長の"核 兵器廃絶提言"に は、戸田第2代 会長が1957年 に原水爆禁

止宣言を発表 し、核兵器の廃絶を遺訓の第一 として弟子に託 した とあり、強い

感銘を受けました。まさにそれは、今日、池田会長が取 り組まれていることで

す。核兵器廃絶は、人類が直面する最重要の課題であるというメッセージが、

全世界の人々に発信されています。」
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11.私 た ちの 課題

私たちの課題は何でしょうか。それは一言でいえば、「声を上げて新たな現

実を作 ること」に尽 きると思います。

私たちは近年、市民社会か ら膨溺…とわき起こった軍縮の声が世界の現実を動

かした例を、目の当たりにしています。それは、クラスター爆弾や対人地雷の

禁止条約の制定であ ります。

いずれも、国家の論理の衝突の中で当初は、"保有することで安全保障上優

位に立てるのだから、私たちも持っておこう"と いう結論に傾 きがちであった

わけです。

しか し市民の間から、"争 いに無関係な人々までをも傷つける兵器である"

また"紛 争が終わった後において も被害が拡大 し続ける兵器である"と の非難

の声が高まり、その声の高まりを国家も無視することが出来ず、禁止条約の制

定が達成されたのでした。

これらの事例から得 られる教訓は、市民社会の意識ある人々が声をあげるこ

とで、そのインパ クトが社会全体の考え方に変化を生み出し、それが人々に共

有 される中で規範意識にまで高まり、その潮流が条約 という形に結びっ くとい

うプロセスが、1つ の可能性 として浮かび上がった ということです。

池田SGI会 長は、「理想 と現実 とのギャップがい くら大きくても失望した り、

あきらめる必要はまった くない。その乖離を埋める 『新 しい現実』を世界の民

衆が連帯 してつ くりだせばよいのです」 と述べています。

核兵器に関していうならば、「核兵器禁止条約」という具体的な目標を設定 し

た上で、「廃絶が必要である」との声をまず私たちがあげ続け、世界中の多 くの

人々の共感を集めながら、社会全体の規範にまでそれを高めてい くことが、実

現への重要な鍵であるといえましょう。
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12.む す び

(1)日 常的な振る舞いの持つ意味

私自身、長年核兵器廃絶の運動に取 り組んできました。もちろん最初は、他

の人々に働きかけようという思いから行動を開始するわけですが、やがて時間

が経つ と人々の温かさに触れ、また自分以上に熱心に取 り組みを始める人に接

したりする中で、何よりも私自身が触発されているということに気づ くという

経験を何度もしてきました。

その行動は、形にとらわれるものではありません。核兵器 はよくないもの

だ、廃絶すべきだということを、友人や同僚に語ることでもいいのです。

もっと踏み込んでいうならば、悩んでいる友を励ました り、人に尽 くす生き

方について考えてみるといった、人間的な日常的な振る舞いこそが、核兵器の

存在価値を否定する心を一人ひとりの中に培い、ひいては廃絶を求める行動へ

とつながっていくと思 うのです。自身の体験を通して、 このような内面の成長

それ自体が、 「核兵器を認めない強固な心そのものである」と感じています。

(2)希 望の力

最後に、池田SGI会 長の言葉を引用 させて頂 き、私の話 とさせて頂きます。

人 類 が 直 面 す る 危 機 の 深 刻 さ を 直 視 し つ つ も、 私 は 、 い わ ゆ る 「終 末 思 想 」 に

は 与 し な い 。 恐 怖 に 追 い 立 て ら れ て で は な く、 希 望 に 導 か れ て こ そ 、 人 間 は 正

し く前 進 し て い く こ とが で き る と信 じ て い る か ら だ 。(ジ ャ パ ン ・タ イ ム ズ 、

2007年4月12日)

"E
veninthefaceoftheseverecrisisconfrontinghumanitytoday ,I

cannotsidewiththeadvocatesofapocalypse .Iamconvincedthat

humanbeingsarebestabletoadvance ,notwhendrivenbyfearand

catastrophe,butwhenguidedbytheprospectofhope-filled

objectives."


